
 

 

平成２５年度９月期における高齢勧奨退職の実施 

 

 

 信越支社人事部は、本日（7 月 9 日）「平成２５年度９月期における高齢勧奨退職の

実施」について地方本部に説明してきました。 

 

 既に、中央交渉情報共通 67 号（7/3）で周知のとおりですが、オープン日は７月 10

日です。 

 

 詳細は、支社資料及び中央交渉情報共通 67 号で確認をお願いします。 

 

 本部情報では、周知・選考期間が夏期休暇期間中と重なることから、年次有給休暇

の取得期間を確保するためにも、早期に周知を開始するとともに、承認日をできるだ

け早くするよう申し入れを行った結果、周知・勧奨期間は７月１０日から７月２６日

までの１７日間とさせるとともに、承認予定は８月下旬とするよう最大限の努力を行

うという見解を示させたとしています。 

 

また、従来３月末に実施していた、旧郵便事業会社の社員の意見をふまえ、３月末

の実施は昨年の管理者のみの実施ではなく一般社員も対象とするよう申し入れを行っ

てきた結果、本年度は９月末の実施とあわせて３月末も実施させることとしたとして

います。 

 

各支部においては、交渉経過を再確認していただくとともに、地方本部としても、

丁寧な周知に努めるよう求めていますので、各職場での注視をお願いします。 
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